
各地でこんな事件が発生しています！

（広島県内で実際に起こった事例）

事例 136

発 生 日 平成26年3月上旬

発 生 場 所 広島県 三原市

種    類 不審者の訪問による被保険者証の盗難

事件の概要

３月上旬，三原市在住の女性被保険者宅に，市役所から来たと

いう２０～３０歳代の事務員を思わせる風貌の女性の訪問があ

り，「後期高齢者医療被保険者証を預かりに来た。」と言われ，被

保険者証を渡してしまった。

その後，被保険者証の返還がなかったことから，市役所に問い

合わせたことで本件事案が発覚した。

市役所では，訪問して被保険者証を預かるということはない旨

を説明し，警察に被害届を出すよう伝えた。

◎保険証（被保険者証）を渡さないでください。

◎不審な訪問や電話があったら，ご家族・ご近所の方，警察やお住ま

いの市区町の後期高齢者担当課にご相談・ご連絡ください。



各地でこんな事件が発生しています！

（広島県内で実際に起こった事例）

事例 135

発 生 日 平成26年3月5日

発 生 場 所 広島県 広島市安芸区

種    類 還付金詐欺不審電話

事件の概要

３月５日正午頃，広島市安芸区在住の女性被保険者宅に，広島

市役所のカネモトと名乗る男性から電話があり，「高齢者医療の

過払金が，５年間遡って３０，０００円程度ある。先週の金曜日

にも電話をした。」と言われた。

電話を切った後，安芸区健康長寿課に問い合わせたところ，先

の電話の内容は事実ではないことが確認できた。

市区町や社会保険事務所の職員を名乗り，医療費の返還をするなどと

言って，ＡＴＭで振り込ませる詐欺事件が多発しています。

◎還付金の支払いはＡＴＭでは行いません。

「還付する。」と言われても，ＡＴＭには行かないでください。

◎不審な電話があったら，ご家族・ご近所の方，警察やお住まいの

市区町の後期高齢者担当課にご相談・ご連絡ください。



各地でこんな事件が発生しています！

（広島県内で実際に起こった事例）

事例 134

発 生 日 平成26年3月5日

発 生 場 所 広島県 東広島市

種    類 還付金詐欺不審電話

事件の概要

３月５日午前１０時３０分頃，東広島市在住の女性被保険者宅

に，市役所職員と名乗る男性から電話があり，「以前，還付金３

０，０００円程度について通知したが，手続きの期限が過ぎてい

る。至急手続きするように。手続きが遅れると，県庁に行く必要

が生じる。」と言われた。

詳細な説明を求めたところ，電話を切られた。

市区町や社会保険事務所の職員を名乗り，医療費の返還をするなどと

言って，ＡＴＭで振り込ませる詐欺事件が多発しています。

◎還付金の支払いはＡＴＭでは行いません。

「還付する。」と言われても，ＡＴＭには行かないでください。

◎不審な電話があったら，ご家族・ご近所の方，警察やお住まいの

市区町の後期高齢者担当課にご相談・ご連絡ください。



各地でこんな事件が発生しています！

（広島県内で実際に起こった事例）

事例 133

発 生 日 平成26年3月5日

発 生 場 所 広島県 広島市

種    類 還付金詐欺不審電話

事件の概要

３月５日午後１時２０分頃，広島市在住の女性被保険者宅に，

保険課のカネコと名乗る人物から電話があり，「医療費の払戻金

が３７，７１２円あり，支払い手続きを行いたい。」と言われ，

受付番号及び電話番号を伝えられた。

伝えられた電話番号に連絡したところ，社会保険事務局のアマ

ミヤと名乗る人物が応対し，「受付番号及び当方の口座番号を伝

える。手違いが起こらないよう打ち合わせたいので，最寄りの商

業施設のＡＴＭに行くように。」と言われた。

払戻しの旨を文書で通知するよう要求したところ，相手方はそ

れを了承し，電話を切った。

市区町や社会保険事務所の職員を名乗り，医療費の返還をするなどと

言って，ＡＴＭで振り込ませる詐欺事件が多発しています。

◎還付金の支払いはＡＴＭでは行いません。

「還付する。」と言われても，ＡＴＭには行かないでください。

◎不審な電話があったら，ご家族・ご近所の方，警察やお住まいの

市区町の後期高齢者担当課にご相談・ご連絡ください。


